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除染作業等に係る省令案に係る意見 
 

２０１１年（平成２３年）１２月９日 
日本弁護士連合会 

 
１ 適用対象 

省令案は労働安全衛生法に基づくものであるが，規制の対象を労働者の作業に

限定することなく，労働安全衛生法の適用対象以外の主体の作業を含めるよう，

他省庁（例えば，国土交通省や環境省）とも協議すべきである。 
具体的には，除染作業には塗装工等が念頭に置かれていると考えられていると

ころ，こうした建設作業従事者には，労働者性には疑問があるが小規模・零細な

事業者が相当数いる。また，有償・無償のボランティアによる除染作業も考えら

れる。 
このような人たちに除染作業をさせることによって，作業環境の規制による作

業者の生命・健康の保護の目的が潜脱されることのないようにされなければなら

ない。 
さらに，上記の人々も含む除染作業に携わる全ての者に対して，作業実施前に，

必ず放射線及び放射線防護に関する知識並びに被ばくによるリスクの可能性等に

ついて十分な説明を行うことを義務付けるべきである。 
２ 被ばく線量限度 

(1) 被ばく線量測定の結果の記録 
被ばく線量測定の結果の記録について，省令案では３０年とされているが，

永久保存とすべきである。 
また，省令案では「５年間保存した後厚生労働大臣が指定する機関に引き渡

すときはこの限りでない。」としているが，そのような例外を設けることなく，

国が責任を持って永久保存すべきである。 
(2) 被ばく線量の測定その他の対策の基準 
ア 本来被ばく線量による対策の限定をすべきではないこと 

省令案は，除染特別地域等のうち、平均空間線量率が２．５μSv/hを超え

る地域での作業について，放射線測定器の装着，内部被ばく線量の測定，作

業届の提出，保護具の装着を求めている。 
しかし，そもそも放射線の人体影響については科学的に十分解明されてい

るわけではなく，とりわけ低線量放射線の持続的被ばくの危険性については

専門家の間でも意見が分かれていて確立した知見は存在しないのであって，
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予防原則の観点から，安全な方向での対策が取られなければならない。 
放射線は五官の作用で把握するのが困難であるため，測定も困難である。 
国際放射線防護委員会（ICRP）においても，確率的影響についてはしきい

値がない LNT仮説が前提とされていることから，いかなる被ばく線量におい

ても，放射線被ばくの可能性がある以上，国が責任を持って防護措置を取ら

せるべきである。 
イ できるだけ下限は低くされるべきであること 

仮に何らかの被ばく線量による限定をするとしても，省令案で定められて

いる２．５μSv/h（８時間労働として２０μSv/日，１か月２３日労働として

４６０μSv/月，５．５mSv/年）は高く，電離放射線障害防止規則で放射線管

理区域とされる３か月当たり１．３mSvとすべきである。 
ウ 測定方法について 

空間線量率の測定は，全ての現場で作業中全ての時間において行うことが

明記されるべきである。 
そもそも空間線量率はどの場所で測定するかにより結果の差が大きい。除

染作業に着手することによって放射性物質や放射性物質が付着した粉じんが

舞い上がることもあり，作業後の清掃作業等でも相当の被ばくをする可能性

もある。 
３ 汚染の防止 
(1) 洗身について 

省令案では，「一定基準以上汚染されている場合」に洗身をするように定めて

いる。 
しかし，上記のとおり，低線量被ばくの危険性も否定されないことから，予

防原則の観点から，除染作業をした場合には必ず洗身させるべきである。 
(2) 保護具について 

省令案は，除染特別地域での除染作業をする場合に保護具を使用することを

求めている。 
この点につき，上記のとおり，低線量被ばくの危険性も否定されないことか

ら，全ての作業において保護具を使用すること，しかも，マスクのようなもの

ではなく，全身を防護する放射線防護服を着用することを明記すべきである。 
(3) 保護具の除染について 

省令案では，「保護具が汚染されている場合，一定基準以下まで汚染を除去」

することを求めている。 
しかし，上記のとおり，低線量被ばくの危険性も否定されないことから，予
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防原則の観点から，除染作業をした場合には必ず保護具を除染させるべきであ

る。 
４ 健康管理 
(1) 特別健康診断について 

省令案では，６か月に１回の特別健康診断の実施を求めている。 
しかし，電離放射線障害防止規則では３か月ごとに被ばく線量を定めている

ことに鑑み，特別健康診断は３か月ごとに行われるべきである。 
(2) 記録の保存期間について 

省令案では，健康診断個人票の保存期間を３０年間とされているが，永久保

存すべきである。 
また，省令案では「５年間保存した後厚生労働大臣が指定する機関に引き渡

すときはこの限りでない。」としているが，そのような例外を設けることなく，

国が責任を持って永久保存すべきである。 
以  上 
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